
○七飯町遭難対策に関する実施要綱取扱要領 

平成２０年１０月６日 

訓令第７号 

改正 平成２６年９月２９日訓令第６号 

令和 ２ 年１月２７日訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 七飯町遭難対策に関する実施要綱（平成２０年要綱第１８号。以下「要綱」

という。）第１０条の規定により町長が別に定める事項は、この要領の定めると

ころによる。 

（捜索依頼） 

第２条 町長は、要綱第７条第２項に定める捜索隊を出動させるときは、あらかじ

め、捜索を要請した者から捜索依頼書（別記様式）を提出させるものとする。 

（捜索救助活動） 

第３条 要綱第７条に定める捜索救助活動については、別表第１及び別表第２に定

める救助体制を基に行うものとする。 

２ 前項の活動に伴う捜索隊の編成基準については、次のとおりとする。 

（１） １班当りの人員は１０人程度とし、１回当りの班数は５班程度とする。 

（２） 班員は、班長が把握できるメンバーとする。 

（３） 捜索活動が長期化した場合については、捜索隊員の健康状態を勘案して

判断する。 

（捜索費用の免除） 

第４条 要綱第９条第３号に定める特別な事情の判断については、七飯町遭難対策

協議会（以下「協議会」という。）において、遭難した者又は捜索活動を要請し

た者の生活状況等を勘案の上、協議して決定するものとする。 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、遭難事故の対策に関し必要な事項は、協議

会に諮って別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２０年１０月６日から施行する。 



附 則（平成２６年９月２９日訓令第６号） 

１ この訓令は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成さ

れている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかか

わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

附 則（令和２年１月２７日訓令第１号） 

この訓令は、令和２年１月２７日から施行する。 



別表第１ 

 

遭難事故発生 

七飯交番 

七飯南駐在所 

峠下駐在所 

大沼駐在所 

七飯町本庁舎  

総務部長  

情報防災課長 

及び担当職員  

南渡島消防事務組

合 

連絡 連絡 

遭難現場に 

隣接する市町  

連絡 

七飯町本庁舎  

（対策本部）  

町   長 

副 町 長 

教 育 長 

総 務 部 長 

情報防災課長 

七飯消防団 

団   長 

副 団 長 

各 分 団 

北海道渡島総合振興局  

ひょく 

自 衛 隊 

捜索隊 

函館中央警察署  

連絡 

 

各 職 員 等 

 

捜索隊 

森林管理署  

有害鳥獣  

駆除協議会  

地域精通者  

遭難者住所地の

役所 

連絡 

連絡 出動要請  

出動 

初動（出動） 初動（出動）  

出動 

連絡 出動要請  

初動（出動）  

出動  要請 

出動  要請 

出動 

連絡 出動要請  



 

別表第２ 

 



 


